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平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
製
造
物
責
任
法
が
施
行
さ
れ
、
「
製
造
物
」
の
「
欠
陥
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
製
造
業
者
等
に

損
害
賠
倣
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
。
同
法
の
影
響
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
で
て
き
て
い
る
が
、
労
働
災
害
の
場
合
に
つ
い
て
も
そ
の
影

響
が
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
内
の
「
製
造
物
」
に
「
欠
陥
」
が
あ
っ
た
た
め
に
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
災
労
働
者
や
そ

（
１
）
 

の
遺
族
ら
は
、
同
法
に
も
と
づ
い
て
当
該
製
造
物
の
製
造
業
者
等
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
製
造
業
者
等
へ
の
損
害
賠
償
請
求
な
ど
を
し
な
く
て
も
、
被
災
労
働
者
等
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
民
法
上
の
不
法
行
為

責
任
や
安
全
配
顧
義
務
違
反
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
製
造
物
責
任
法
施
行
に
と

も
な
い
製
造
業
者
の
責
任
が
今
後
ま
す
ま
す
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
、
使
用
者
の
事
業
規
模
や
経
営
状
態
、
さ
ら
に
は
事
故
原
因

工
作
物
・
製
造
物
寅
任
と
鴬
瀦
機
（
大
場
）

九
七

は
じ
め
に

工
作
物
・
製
造
物
責
任
と
労
災
民
事
賠
償

大
場
敏
彦
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工
作
物
・
製
造
物
な
ど
の
暇
疵
あ
る
い
は
欠
陥
に
よ
っ
て
損
害
を
生
じ
た
場
合
の
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、
民
法
七
一
七
条
や
国
家
賠

（
２
）
 

償
法
二
条
に
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
製
造
物
責
任
法
が
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
民
法
七
一
七
条
は
、
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
の
暇
疵
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
土

地
ノ
エ
作
物
ノ
設
置
又
ハ
保
存
二
瑠
疵
」
が
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
第
一
次
的
に
当
該
工
作
物
の
占
有
者
、
第
二
次
的

（
３
）
 

に
所
有
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
は
、
「
土
地
二
接
著
シ
テ
築
造
セ
ル
設
備
」
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
地
と
の
接
着
性
を
め
ぐ
っ
て
学
説
か
ら
の
批
判
や
判
例
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
詳
細
は

後
述
す
る
。
ま
た
、
「
暇
疵
」
と
は
、
そ
の
物
が
本
来
備
え
て
い
る
べ
き
性
質
や
設
備
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
物
が
本
来
備
え
て
い

る
べ
き
安
全
性
を
欠
く
こ
と
と
も
い
え
る
。
な
お
、
工
作
物
に
「
暇
疵
」
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
占
有
者
力
損
害
ノ
発
生
ヲ
防

止
ス
ル
ー
ー
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
、
占
有
者
は
賠
償
責
任
を
免
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
所
有
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
こ

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

九
八

等
に
よ
っ
て
は
製
造
業
者
な
ど
に
よ
る
補
償
の
方
が
適
切
な
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
今
後
労
災
民
事
訴
訟
に
お
い
て
製

造
業
者
な
ど
の
責
任
が
問
題
と
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
と
も
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
企
業
施
設
等
の
瑠
疵
や
欠
陥
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
を
検
討
す
る
。

二
工
作
物
・
製
造
物
の
瑠
疵
・
欠
陥
と
不
法
行
為
責
任

１
工
作
物
責
任
（
民
法
七
一
七
条
）
と
製
造
物
責
任
法
の
概
要
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と
に
な
る
（
民
法
七
一
七
条
一
項
但
轡
）
。
こ
の
所
有
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
免
責
事
由
は
な
い
。

つ
ぎ
に
、
製
造
物
資
任
法
で
あ
る
が
、
同
法
は
、
製
造
物
の
欠
陥
に
よ
っ
て
、
他
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
侵
害
し
た
場
合
の
、

製
造
業
者
等
の
損
害
賠
償
責
任
（
製
造
物
責
任
）
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
製
造
物
」
と
は
、
「
製
造
又
は
加
工
さ
れ
た
動

産
」
三
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
欠
陥
」
と
は
、
「
当
該
製
造
物
の
特
性
、
そ
の
通
常
予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
、
そ
の
製
造
業

者
等
が
当
該
製
造
物
を
引
き
渡
し
た
時
期
そ
の
他
の
当
該
製
造
物
に
係
る
事
情
を
考
慮
し
て
、
当
該
製
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠
い
て
い
る
こ
と
」
（
二
条
二
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
欠
陥
」
の
存
在
や
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
推
定
規
定
は
お
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
「
当
該
製
造
物
を
そ
の
製
造
業
者
等
が
引
き
渡
し
た
時
に
お
け
る
科
学
又
は
技
術
に
関
す
る
知
見
に
よ
っ
て
は
、
当
該
製
造
物
に

そ
の
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
」
を
製
造
業
者
等
が
証
明
し
た
と
き
に
は
免
責
さ
れ
る
（
四
条
一
項
）
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
「
欠
陥
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
債
権
者
（
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
側
）
に
お
い
て
証
明
し
、
債
務
者
（
製
造
業

者
等
）
が
免
責
事
由
の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
詳
細
は
今
後
の
判
断
の
積
み
重
ね
に
よ
る
ほ
か
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
概
観
し
て
き
た
工
作
物
・
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
で
あ
る
と
か
「
製
造
物
」
の
意
義
が
問
題
と
な
っ

て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
物
の
瑠
疵
や
欠
陥
に
も
と
づ
く
場
合
に
、
労
働
災
害
に
つ
い

て
工
作
物
・
製
造
物
責
任
を
問
い
う
る
か
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
 

ま
ず
、
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
に
つ
い
て
は
、
「
土
地
二
接
著
シ
テ
築
造
セ
ル
設
備
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
土
地
二
接

工
作
物
・
製
造
物
質
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）

九
九

２
工
作
物
・
製
造
物
の
意
義
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法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

一
○
○

（
３
）
 

箸
シ
テ
」
と
い
う
要
件
と
の
関
係
で
、
「
機
械
ノ
如
キ
エ
場
内
二
据
付
ケ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
之
二
包
含
セ
ズ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、

（
４
）
 

炭
坑
の
抗
ロ
付
近
に
設
備
さ
れ
た
捲
上
機
の
ワ
イ
ャ
ー
ロ
ー
プ
を
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
認
め
た
判
例
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
捲
上

機
は
土
地
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
土
地
に
接
着
し
て
い
る
も
の
を
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
す
る
の
が
判
例
の
立

場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
学
説
で
は
、
「
土
地
に
接
着
し
て
い
る
か
否
か
は
、
工
作
物
の
性
質
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
区

別
で
は
な
く
、
工
場
内
の
機
械
も
、
実
質
的
に
は
建
物
と
一
体
を
な
し
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、
工
場
の
建
物
を
基
礎
と
す
る
企

（
５
）
 

業
設
備
は
全
体
と
し
て
土
地
の
工
作
物
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
批
判
が
加
壽
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
学
説
の
影
響

を
受
け
て
か
、
下
級
審
で
土
地
と
の
接
着
性
を
緩
和
す
る
裁
判
例
が
あ
い
つ
い
で
出
さ
れ
、
最
高
裁
も
踏
切
道
の
保
安
施
設
に
つ
い
て
、

（
６
）
 

そ
の
機
能
の
観
点
か
》
ｂ
踏
切
道
の
軌
道
施
設
と
一
体
の
も
の
と
し
て
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
認
め
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
に
つ
い
て
判
例
は
、
土
地
と
の
澤
蓮
嵩
性
を
そ
の
判
断
基
準
と
し
つ
つ
、
次
第
に
そ
の
要
件
を
緩
和

し
、
機
械
設
備
で
あ
っ
て
も
機
能
的
に
み
て
土
地
と
一
体
を
な
す
も
の
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
ま
で
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
概
念
を
拡
大
し

て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
土
地
と
の
接
着
性
を
ま
っ
た
く
要
件
と
せ
ず
、
自
動
車
や
航
空
機
の
よ
う
な
動
的
設
備
に
つ
い
て
ま

（
７
）
 

で
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
す
る
こ
と
は
解
釈
論
上
無
理
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
製
造
物
責
任
法
に
い
う
「
製
造
物
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
同
法
二
条
一
項
に
お
い
て
「
製
造
又
は
加
工
さ
れ
た
動
産
」
と

定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
製
造
」
と
は
、
「
部
品
又
は
原
町
材
料
に
手
を
加
え
て
新
た
な
物
品
を
作
り
出
す
こ
と
」
で
あ
り
、
「
加
工
」

（
８
）
 

と
は
、
「
物
品
に
手
を
加
え
て
そ
の
本
質
を
保
持
し
つ
つ
こ
れ
に
新
し
い
属
性
又
は
価
値
を
付
加
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
農
林

水
産
物
が
「
製
造
物
」
に
該
当
す
る
か
の
判
断
に
は
微
妙
な
も
の
が
多
い
が
、
い
わ
ゆ
る
工
業
製
品
は
「
製
造
物
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

（
９
）
 

ろ
う
。
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（
、
）

ま
た
、
「
動
産
」
と
は
、
「
民
法
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
同
一
で
あ
る
」
Ｌ
」
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
体
物
で
あ
っ
て
（
民
法
八
五
条
）
、

（
ｕ
）
 

土
地
と
そ
の
定
着
物
以
外
の
３
Ｄ
の
が
「
動
産
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
民
法
八
六
条
。
）
。
土
地
の
定
着
物
と
は
、
「
（
ａ
）
土
地
に
附
着
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
（
ｂ
）
継
続
的
に
一
定
の
土
地
に
附
着
さ
せ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
物
の
取
引
上
の
性
質
と
認
め
ら
れ
る
も

（
Ⅲ
）
 

の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
建
物
や
立
木
、
テ
レ
ビ
塔
な
ど
が
そ
の
典
型
例
と
さ
れ
る
ほ
か
、
建
物
内
に
据
え
付
け
ら
れ
た
機
械
Ｊ
も
、
据
え
付

け
の
程
度
に
よ
っ
て
は
定
着
物
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
定
着
物
と
さ
れ
て
不
動
産
の
一
部
と
な
っ
た
動
産
で
あ
っ
て
も
、
「
引
き
渡
さ
れ

（
咽
）

た
時
点
で
動
産
で
あ
」
れ
ば
、
製
造
物
責
任
法
の
適
用
を
受
け
る
。
と
な
れ
ば
、
民
法
七
一
七
条
と
製
造
物
責
任
法
と
が
と
４
℃
に
適
用
さ

れ
る
場
合
が
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
暇
疵
」
や
「
欠
陥
」
の
あ
る
機
械
を
工
場
内
の
土
地
に
強
固
に
据
え
付
け
た
場
合

に
は
、
土
地
に
接
着
し
て
据
え
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
し
て
民
法
七
一
七
条
の
土
地
工
作
物
責
任
を
問
い
う
る
こ

（
皿
）

と
に
な
る
ほ
か
、
「
動
産
」
で
あ
る
機
械
を
引
き
渡
し
た
以
上
製
造
物
責
任
を
も
問
い
う
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
Ｊ
も
、
製
造
業
者
等
が

機
械
の
所
有
権
を
留
保
し
た
ま
ま
引
き
渡
し
た
場
合
な
ど
の
場
合
を
の
ぞ
き
、
土
地
工
作
物
責
任
と
製
造
物
責
任
と
で
は
、
そ
の
責
任
主

体
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

つ
ぎ
に
、
「
暇
疵
」
や
「
欠
陥
」
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
民
法
七
一
七
条
一
項
に
い
う
「
暇
疵
」
と
は
、
そ
の
物
が
本
来
備
え
て
い
る
べ
き
性
質
や
設
備
を
欠
く
こ
と
ｌ
一
一
一
一
舅
い
換
え
れ

ば
そ
の
物
が
本
来
備
え
て
い
る
べ
き
安
全
性
を
欠
く
こ
と
で
あ
り
、
客
観
的
に
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ

（
咀
）

る
。
工
作
物
自
体
に
物
理
的
・
外
形
的
欠
陥
が
あ
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
こ
れ
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
機
能
的
暇

工
作
物
・
製
造
物
責
任
と
労
災
檎
償
（
大
場
）

一
○
一

３
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
の
意
義
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つ
ぎ
に
、
製
造
物
責
任
法
上
の
「
欠
陥
」
と
は
、
「
製
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」
（
一
一
条
二
項
）
で
あ
る
。

製
造
物
の
表
示
や
効
用
・
有
用
性
、
価
格
対
効
果
、
被
害
発
生
の
蓋
然
性
と
そ
の
程
度
、
通
常
使
用
期
間
・
耐
用
期
間
な
ど
と
い
っ
た

「
当
該
製
造
物
の
特
性
」
、
製
造
物
の
合
理
的
に
予
期
さ
れ
る
使
用
や
製
造
物
の
使
用
者
に
よ
る
損
害
発
生
防
止
の
可
能
性
な
ど
の
「
通
常

予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
」
、
製
造
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
時
期
や
技
術
的
実
現
可
能
性
な
ど
の
「
当
該
製
造
物
を
引
き
渡
し
た
時
期
」
、
危
険

の
明
白
さ
や
製
品
の
ば
ら
つ
き
の
状
況
、
天
災
等
の
不
可
抗
力
の
存
否
な
ど
の
「
そ
の
他
の
当
該
製
造
物
に
係
る
事
情
」
と
い
っ
た
要
素

（
卯
）

な
ど
を
考
慮
し
て
「
欠
陥
」
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
四
条
が
規
定
す
る
開
発
危
険
の
抗
弁
（
｜

号
）
や
、
部
品
・
原
材
料
製
造
業
者
の
抗
弁
（
一
一
号
）
は
、
予
見
可
能
性
や
回
避
可
能
性
が
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を
免
責
事
由
と
し
て
い

（
即
〉

る
。
立
証
責
任
が
転
換
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
消
極
的
要
件
と
し
て
で
あ
る
が
、
製
造
物
責
任
に
お
い
て
も
予
見
可
能
性
や
回
避
可
能
性

（
卿
）

あ
っ
た
と
は
さ
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
、
製
造
物
責
←

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

一
○
二

疵
を
も
含
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
近
時
の
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
特
に
危
険
な
工
作
物
に
関
し
て
、
損
害
発
生
を
防
止
す
る
に
足
る

（
咽
）

設
備
を
有
し
な
い
こ
と
を
暇
疵
あ
り
と
す
る
例
が
多
い
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
も
、
あ
る
べ
き
保
安
施
設
を
欠
く
踏
切

（
６
）
 

道
に
つ
い
て
「
暇
疵
」
の
存
在
を
認
め
た
ほ
か
、
一
定
限
度
を
超
》
え
た
利
用
に
よ
っ
て
危
窒
ロ
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
も
「
瑠
疵
」

（
Ⅳ
）
 

あ
り
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
判
例
で
は
、
い
わ
ゆ
る
機
能
的
瑠
疵
が
認
め
ら
れ
る
場
ム
ロ
も
「
暇
疵
」
あ
り
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
判
例
は
、
工
作
物
が
安
全
性
を
欠
く
場
合
に
た
だ
ち
に
「
瑠
疵
」
の
存
在
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
工
作
物
が
傭

（
帽
）

え
て
い
る
べ
き
安
全
性
は
、
通
常
予
測
さ
れ
る
危
険
に
対
応
し
た
も
の
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
一
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
危

険
の
発
生
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
「
暇
疵
」
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
予
見
可
能
性

が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
ｌ
回
避
可
能
性
が
な
け
れ
ば
ｌ
霊
」
が
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ま
た
、
「
欠
陥
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
行
政
上
の
製
品
安
全
規
制
は
、
製
品

事
故
防
止
を
目
的
と
し
て
製
品
の
製
造
・
販
売
に
際
し
て
充
足
す
べ
き
最
低
基
準
を
定
め
た
取
締
規
定
（
不
適
合
の
場
合
、
事
故
が
発
生

工
作
物
・
製
造
物
賢
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）

’
○
三

つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
労
安
衛
法
）
や
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
安
衛
則
）
と
い
っ
た
、
行
政
上
の
基
準
と

「
瑠
疵
」
あ
る
い
は
「
欠
陥
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
行
政
上
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
暇
疵
」
や

「
欠
陥
」
が
存
し
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

ま
ず
、
「
暇
疵
」
の
存
否
に
問
し
て
、
「
行
政
規
程
の
基
準
を
満
た
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
企
業
者
に
過
失
な
し
と
す
る
だ
け
で
あ
り
、

（
皿
）

暇
疵
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
企
業
者
は
免
責
さ
れ
な
い
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
も
、
運
輸
省
が
定
め
た
踏
切

道
保
安
設
備
設
置
標
準
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
で
、
「
右
設
置
標
準
は
行
政
指
導
監
督
上
の
一
応
の
標
準
と
し
て
必
要
な
最
低
限
度

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
」
り
、
同
標
準
に
違
反
し
て
い
な
い
を
も
っ
て
「
暇
疵
」
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

（
６
）
 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

の
存
在
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

民
法
七
一
七
条
に
い
う
「
暇
疵
」
に
は
、
工
作
物
設
置
後
の
「
暇
疵
」
が
含
ま
れ
る
の
に
対
し
、
製
造
物
資
任
法
上
の
「
欠
陥
」
に
は

製
造
物
引
き
渡
し
後
に
生
じ
た
「
欠
陥
」
は
含
ま
れ
な
い
（
三
条
）
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
概
念
自
体
は
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。

三
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
と
労
働
安
全
衛
生
法
・
労
働
安
全
衛
生
規
則
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し
な
く
と
も
製
造
・
販
売
の
禁
止
、
罰
則
等
の
対
象
と
な
る
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
企
業
の
製
品
安
全
対
策
や
消
費
者
の
購
入
・
使
用
に

か
か
る
評
価
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
安
全
規
制
の
意
義
・
目

的
と
、
被
害
者
救
済
ル
ー
ル
を
定
め
た
製
造
物
責
任
法
の
意
義
・
目
的
と
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
「
行
政
上
の
安
全
規
制
へ
の
適
合
・
不

適
合
と
欠
陥
の
存
在
や
製
造
物
責
任
の
存
否
の
判
断
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
…
…
欠
陥
判
濡
疋
お
け
る
重
要
な
考

（
鋼
）

慮
事
情
の
一
つ
と
は
な
」
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
安
全
基
準
と
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
判
断
と
を
わ
け
る
見
解
に
対
し
て
、
製
造
物
責
任
法
上
、
「
取
締
規
定
に
違
反

し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
の
み
を
も
っ
て
直
ち
に
欠
陥
が
な
い
と
は
い
え
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
「
そ
の
反
面
、
当
該
製
造
物
が
法
律
に

基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
と
り
あ
え
ず
は
欠
陥
が
な
い
も
の
と
推
定
し
て
差
し
支

（
別
）

え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
基
準
に
「
違
反
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
適
合
し
て
い
る
」
こ
と
と

を
区
別
す
る
趣
旨
の
も
の
な
の
か
、
「
欠
陥
」
不
存
在
が
推
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
直
ち
に
欠
陥
が
な
い
と
は
い
え
な
い
」

と
し
た
も
の
な
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
仮
に
前
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
高
い
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
、
ま
っ
た
く
何
ら
の
基
準
も
設
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
定
程
度
の
配
慮
を
し
て
い
た
製
造
業
者
等
（
「
違
反
し
て
い
な

い
」
場
合
）
に
つ
い
て
「
欠
陥
が
な
い
と
は
い
え
な
い
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
基
準
を
墨
守
す
る
だ
け
で
そ
れ

以
上
の
何
ら
の
配
慮
も
し
て
い
な
い
製
造
業
者
等
（
「
適
合
し
て
い
る
」
場
合
）
に
は
欠
陥
が
な
い
も
の
と
の
推
定
を
、
と
り
あ
え
ず
と

は
い
え
、
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
推
定
に
よ
っ
て
「
欠
陥
」
の
立
証
責
任
が
被
害
者
の

側
に
移
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
製
造
物
責
任
法
四
条
が
免
責
事
由
の
立
証
責
任
を
製
造
業
者
等
に
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
と
の
関

連
で
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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行
政
上
の
基
準
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
の
存
在
を
否
定
す
る
、
あ
る
い
は
「
瑠
疵
」
「
欠
陥
」
が
な
か
っ

た
と
推
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
行
政
上
の
基
準
は
、
設
定
当
時
の
科
学
的
・
技
術
的
知
見
に
も
と
づ
い
て
設
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
・
技
術
の
進
歩
を
完
全
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
基
準
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、

例
え
ば
一
定
の
者
の
状
況
を
考
慮
し
て
基
準
を
緩
や
か
に
す
る
な
ど
と
い
っ
た
、
｜
定
の
政
策
的
配
慮
が
加
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
の
で

あ
り
、
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
単
純
に
「
瑠
疵
」
「
欠
陥
」
の
不
存
在
を
認
定
、
推
定
す
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
最
高
裁
が
前
提
と
し
た
よ
う
に
、
行
政
上
の
基
準
が
「
必
要
な
最
低
限
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
」
な
場

合
に
は
、
そ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
な
お
、
「
そ
の
物
が
本
来
備
え
て
い
る
べ
き
性
質
ま
た
は
設
備
を
欠
く
」
、
す
な
わ
ち

「
暇
疵
」
に
あ
た
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
暇
疵
」
の
意
義
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
機
能
的
暇
疵
を
も
含
め
、
損

害
発
生
防
止
の
設
備
を
欠
く
場
合
を
も
「
瑠
疵
」
あ
り
と
す
る
近
年
の
傾
向
か
ら
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
行

政
上
の
基
準
が
、
「
必
要
な
最
低
限
度
を
示
し
た
こ
と
が
明
ら
か
」
で
な
い
場
合
ｌ
ｌ
望
ま
れ
る
高
度
な
基
準
を
い
わ
ば
目
標
と
し
て
設

定
し
て
い
た
場
合
－
－
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
基
準
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
「
暇
疵
」
の
存
在
が
否
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
予
見
可
能
性
や
回
避
可
能
性
の
有
無
な
ど
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
「
欠
陥
」
の
存
否
を
判
断
す
る

場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
上
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
を
否
定
す
る
、

あ
る
い
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

で
は
、
行
政
上
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
「
瑠
疵
」
「
欠
陥
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
ｐ

行
政
上
の
基
準
が
、
工
作
物
の
設
置
・
保
存
や
製
造
物
の
製
造
・
販
売
に
際
し
て
の
「
必
要
な
最
低
限
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
」
な
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
基
準
す
ら
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
当
然
に
、
「
そ
の
物
が
本
来
備
え
て
い
る
べ
き
性
質
ま
た

工
作
物
・
製
造
物
賀
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）

一
○
五
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
行
政
上
の
基
準
と
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
と
の
関
係
を
前
提
に
す
れ
ば
、
労
安
衛
法
や
安
衛
則
な
ど
が
定
め
る
基

準
と
、
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
認
定
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
禺
労
安
衛
法
は
、
「
労
働
災
害
の
防
止
の
た
め
の
最
低
基
準
」
（
三
条
）
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
快
適
な
職
場
環
境

の
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
」
（
｜
条
）
を
も
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
該
当
す
る
基
準
と
し
て
は
、
例
え
ば
労
安
衛
法
一
二
条

一
一
項
に
も
と
づ
く
安
衛
則
五
一
九
条
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
高
さ
が
一
一
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
作
業
床
の
端
等
で
労
働
者
が
墜
落
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
は
囲
い
や
手
が
手
す
り
な
ど
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
は
手
す
り
等
の
高
さ
を
規

定
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
く
労
働
者
の
転
落
防
止
の
た
め
の
設
備
を
規
定
す
る
安
衛
則
一
○
一
条
四
項
や
一
四
二
条
の
規
定
か
ら
し
て
、

手
す
り
等
の
高
さ
は
九
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
さ
一
一
メ
ー
ト
ル
上
の
箇
所
で
労
働
者
に
作
業
を
さ
せ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
端
に
手
す
り
等
を
設
備
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
高
さ
九
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
手
す
り
等
し
か
設
置
し

て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
然
に
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
に
該
当
す
る
基
準
、
例
え
ば
労
安
衛
法
二
一
一
一
条
に
も
と
づ
く
安
衛
則
六
一
一
一
条
（
適
当
な
場
所
に
、
必
要
数
の

「
た
ん
つ
ぼ
」
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
）
は
、
主
と
し
て
就
業
場
所
の
清
潔
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
こ
の
基
準
に
違
反
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
あ
り
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

一
○
六

（
顕
）

は
設
備
を
欠
く
こ
と
」
あ
る
い
は
「
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
上
の
基

準
が
、
「
必
要
な
最
低
限
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
」
で
は
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
を
満
た
し
て
い

な
い
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
予
見
可
能
性
や
回
避
可
能
性
の
有
無
に
よ
っ
て
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工
作
物
の
「
瑠
疵
」
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
民
法
七
一
七
条
は
、
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
の
占
有
者
に
第
一
次
的
に
賠
償
義
務
を

負
わ
せ
、
「
占
有
者
力
損
害
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」
に
当
該
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
の
所
有
者
に
賠
倣

義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
工
作
物
責
任
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
無
過
失
責
任
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
判
例
・
通
説

で
あ
る
が
、
占
有
者
は
「
損
害
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ー
ー
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」
に
は
資
を
免
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ

る
中
間
責
任
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
ま
た
、
所
有
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
免
責
が
認
め
ら
れ
ず
絶
対
的
な
責
任
を
負
う
と
す
る
学
説
も

（
妬
）

あ
る
が
、
「
そ
の
物
に
暇
疵
が
な
け
れ
ば
責
任
は
免
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
」
、
「
一
種
の
無
過
失
責
任
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
完
全
な
無
過

（
”
）
 

失
責
任
な
い
し
は
絶
対
責
任
で
は
な
く
、
瑠
疵
の
存
在
に
よ
る
客
観
的
責
任
で
あ
る
」
と
す
る
学
説
も
あ
る
。

工
作
物
・
製
造
物
誕
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）

一
○
七

こ
の
よ
う
に
、
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
労
安
衛
法
や
安
衛
則
な
ど
の
具
体
的
な
規
定
が
、
「
労
働
災
害
の
防
止
の

た
め
の
最
低
基
準
」
で
あ
る
か
否
か
を
個
別
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
労
安
衛
法
第
三
章
に
規
定
さ
れ
る
安
全
衛
生
管

理
体
制
で
あ
る
と
か
、
六
六
条
に
規
定
さ
れ
る
健
康
診
断
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
瑠
疵
」
「
欠
陥
」
が
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
や
「
製
造
物
」

に
つ
い
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
（
た
だ
し
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
）
。

四
「
瑠
疵
」
「
欠
陥
」
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
義
務

１
工
作
物
責
任
（
民
法
七
一
七
条
）
と
製
造
物
責
任
法
に
よ
る
場
合
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法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

一
○
八

と
こ
ろ
で
、
民
法
七
一
七
条
に
い
う
「
工
作
物
の
占
有
者
と
は
、
工
作
物
を
事
実
上
支
配
し
、
そ
の
暇
疵
を
修
補
し
え
て
損
害
の
発
生

（
躯
）

を
防
止
し
》
つ
る
関
係
に
あ
る
者
を
指
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
暇
疵
」
あ
る
工
作
物
を
製
造
・
設
置
し
た
者
（
製
造
業
者

等
）
に
帰
責
性
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
工
作
物
引
き
渡
し
後
は
「
工
作
物
を
事
実
上
支
配
」
す
る
者
と
い
う
こ
と

は
で
き
ず
、
民
法
七
一
七
条
に
も
と
づ
く
工
作
物
責
任
を
問
い
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
工
作
物
の
引
し
渡
し
後
も
、
一
定
期
間
に

つ
い
て
製
造
物
者
等
が
請
負
契
約
上
の
暇
疵
修
補
責
任
を
負
う
こ
と
が
多
い
が
（
請
負
契
約
の
保
証
期
間
）
、
そ
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、

製
造
業
者
等
は
契
約
上
工
作
物
の
修
屋
補
義
務
を
負
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
「
工
作
物
を
事
実
上
支
配
し
」
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
「
工
作
物

ノ
占
有
者
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

工
作
物
の
引
き
渡
し
後
で
あ
っ
て
製
造
》
菜
者
等
に
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
を
問
い
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
占
有
者
あ
る
い

は
所
有
者
と
し
て
の
使
用
者
は
、
工
作
物
責
任
を
免
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
損
害
を
賠
償
し
た
占
有
者
・
所
有
者
は
、
「
暇
疵
」
あ
る
工

作
物
の
製
造
業
者
等
に
対
し
て
民
法
七
一
七
条
三
項
の
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
製
造
物
の
「
欠
陥
」
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
製
造
物
責
任
法
二
条
三
項
各
号
に
規
定
さ
れ
る
者
が
損
害
賠

償
義
務
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
「
当
該
製
造
物
を
業
と
し
て
製
造
、
加
工
又
は
輸
入
し
た
者
」
や
「
自
ら
当
該
製
造
物
の
製
造
業

者
と
し
て
当
誘
璽
造
物
に
そ
の
氏
名
、
商
号
、
商
標
そ
の
他
の
表
示
を
し
た
者
」
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
販
売
業
者
が
除

か
れ
て
い
る
ほ
か
、
修
理
業
者
や
設
置
業
者
に
つ
い
て
も
、
副
翠
品
が
流
通
に
お
か
れ
た
後
の
問
題
で
あ
る
」
こ
と
や
（
「
ほ
と
ん
ど
の
場

合
設
置
・
修
理
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
は
直
接
的
な
契
約
関
係
が
存
在
し
て
お
り
か
か
る
契
約
関
係
に
基
づ
い
て
処
理
を
行
う
こ
と
が

（
”
）
 

適
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
適
切
な
設
置
や
修
理
に
よ
る
「
欠
陥
」
に
起
因
し
て
労
働
災
害
が
発
生

し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
設
置
・
修
理
業
者
に
対
し
て
、
製
造
物
責
任
法
上
の
損
害
賠
償
資
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
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民
法
七
一
七
条
や
製
造
物
責
任
法
に
よ
る
損
害
賠
償
の
他
に
、
民
法
七
○
九
条
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
瑠
疵
」
あ
る
工
作
物
引
き
渡
し
後
の
製
造
業
者
等
、
あ
る
い
は
製
造
物
の
設
置
・
修
理
業
者
に
、
損
害
賠
償
義
務

を
負
わ
せ
た
ほ
う
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
工
作
物
に
つ
い
て
製
造
業
者
等
に
民
法
七
○
九
条
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
義
務
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、

（
釦
）

荏
原
製
作
所
事
件
大
阪
高
裁
判
決
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
判
』
曰
は
、
発
注
者
（
被
災
労
働
者
の
雇
用
主
。
以
下
Ｙ
１
）
と
製

造
者
（
以
下
Ｙ
２
）
と
の
間
の
工
事
発
注
統
一
見
積
仕
様
書
に
、
労
働
安
全
規
則
を
遵
守
し
て
設
計
施
工
す
る
こ
と
、
施
設
の
安
全
衛
生

管
理
体
制
を
十
分
考
慮
し
、
現
場
保
守
等
の
点
検
に
安
全
性
を
取
り
入
れ
た
構
造
と
す
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
２
は
、

「
付
随
的
に
、
本
件
プ
ラ
ン
ト
の
操
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
通
常
の
操
業
中
に
生
命
身
体
の
損
害
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

そ
の
安
全
を
確
保
す
べ
き
設
備
の
設
置
に
努
力
す
べ
き
こ
と
の
契
約
上
の
責
任
を
負
担
し
」
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
保
証
期
間
中
、
一
定

の
範
囲
で
作
業
員
の
「
生
命
身
体
に
つ
い
て
の
損
害
を
回
避
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
担
す
る
」
と
し
、
プ
ラ
ン
ト
の
「
瑠
疵
」
に
よ
る
労

働
者
の
転
落
事
故
に
つ
い
て
、
こ
の
注
意
義
務
違
反
を
認
め
、
民
法
七
○
九
条
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
義
務
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
判
旨
が
い
う
「
注
意
義
務
」
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
請
負
契
約
に
付
随
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
注
意
義
務
も
契
約
上
の
も
の
で
あ
る
と
も
解
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
判
旨
が
こ
の
注

意
義
務
違
反
か
ら
、
Ｙ
２
の
被
災
労
働
者
（
以
下
Ｘ
）
に
対
す
る
民
法
七
○
九
条
の
不
法
行
為
責
任
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
、
Ｘ
・

工
作
物
・
製
造
麹
宜
任
と
労
災
横
樹
（
大
場
）

一
○
九

と
な
る
。

２
民
法
七
○
九
条
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四
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号

二
○

Ｙ
２
間
に
は
契
約
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ｙ
１
．
Ｙ
２
間
の
請
負
契
約
に
も
と
づ
い
て
、
不
法
行
為
上
の
過
失
判
断
の

基
準
と
し
て
の
注
意
義
務
を
、
Ｙ
２
が
直
接
契
約
関
係
に
な
い
者
に
対
し
て
も
負
う
に
い
た
っ
た
と
解
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

判
旨
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
①
注
意
義
務
発
生
の
根
拠
で
あ
る
と
か
、
②
対
象
と
な
る
者
の
範
囲
、

③
注
意
義
務
を
負
う
期
間
で
あ
る
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
判
旨
は
工
事
発
注
統
一
見
積
仕
様
書
の
文
言
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。

設
備
等
の
設
計
・
製
造
者
の
労
災
防
止
努
力
義
務
が
労
安
衛
法
三
条
二
項
に
規
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
注
意
義
務
を
導

き
出
す
こ
と
に
は
、
同
項
が
努
力
義
務
規
定
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
》
」
の
事
案
で
問
題
と
な
っ
た

機
械
等
や
高
所
作
業
等
と
い
っ
た
危
険
、
さ
ら
に
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
の
名
宛
人
は
事
窒
〈
者
（
「
事
塞
〈

を
行
う
者
で
、
労
働
者
を
使
用
す
る
者
」
労
安
衛
法
二
条
三
号
）
で
あ
っ
て
、
機
械
等
の
設
計
・
製
造
者
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
事
案
の
よ
う
に
、
製
造
物
が
納
入
さ
れ
た
状
態
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
安
衛
法
・
安

衛
則
に
則
り
、
労
働
者
の
生
命
身
体
・
健
康
を
損
な
わ
な
い
た
め
の
安
全
な
設
備
設
置
義
務
が
、
Ｙ
１
と
の
関
係
で
、
言
い
換
え
れ
ば
請

負
契
約
上
、
当
然
に
Ｙ
２
に
生
じ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
設
備
を
納
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
労
安
衛
法
・
安
衛
則

の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
Ｙ
１
は
当
該
設
備
を
事
実
上
使
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
で
は
債
務

の
完
全
な
履
行
が
為
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
労
安
衛
法
や
安
衛
則
に
則
っ
た
安
全
な
設
備
を
設
置
す
る
こ
と

が
債
務
の
本
旨
と
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
安
全
な
設
備
設
置
義
務
違
反
は
、
Ｙ
１
に
対
す
る
債
務
不
履
行
と
な
る
と
と
も
に
、
義
務
に
違
反
し
て
設
備
を
設
置
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
を
与
え
た
以
上
、
労
働
者
に
対
す
る
不
法
行
為
（
七
○
九
条
）
と
も
な
る
。
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③
に
つ
い
て
判
旨
は
、
保
証
期
間
中
（
正
式
引
き
渡
し
の
日
か
ら
二
年
間
）
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
注
意
義
務
の
根
拠
を
工
事

発
注
統
一
見
積
仕
様
書
の
文
言
に
求
め
た
こ
と
、
お
よ
び
契
約
上
の
保
証
期
間
が
暇
疵
修
補
責
任
が
認
め
ら
れ
る
期
間
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
期
限
の
責
任
を
請
負
人
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請

求
権
の
時
効
期
間
や
製
造
物
責
任
法
上
の
期
間
制
限
と
の
均
衡
を
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
三
年
間
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る

が
、
不
法
行
為
責
任
の
根
拠
と
な
る
注
意
義
務
の
発
生
根
拠
が
請
負
契
約
に
あ
る
以
上
、
判
旨
の
よ
う
に
保
証
期
間
中
に
限
定
さ
れ
る
と

解
す
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
工
作
物
に
つ
い
て
、
民
法
七
○
九
条
に
も
と
づ
き
製
造
業
者
等
の
損
害
賠
償
責
任
を
問
い
得
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
同
様
の
こ
と
が
、
製
造
物
の
設
置
・
修
理
業
者
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
者
と
発
注
者
（
使
用
者
）
と
の
間
に

締
結
さ
れ
て
い
る
請
負
契
約
に
も
と
づ
い
て
、
設
置
・
修
理
業
者
に
労
安
衛
法
・
安
衛
別
に
則
っ
た
安
全
な
設
備
設
置
（
修
理
）
義
務
が

生
じ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
労
安
衛
法
・
安
衛
則
に
則
っ
た
安
全
な
設
備
設
置
義
務
以
上
に
広
範
な
義
務
を
設
計
・
製
造
者
に
課
す
こ
と
も
、

契
約
自
由
の
問
題
と
し
て
、
可
能
で
あ
ろ
う
。

次
に
②
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
判
旨
は
、
「
プ
ラ
ン
ト
の
操
業
に
従
事
す
る
労
働
者
」
と
し
て
い
る
。
注
意
義
務
の
根
拠
に
関
す
る
私

見
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
同
様
に
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
別
段
の
定
め
を
請
負
契
約
書
等
に
置
く
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。

工
作
物
・
製
造
物
貿
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）
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企
業
の
施
設
や
機
械
な
ど
に
起
因
し
て
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
災
労
働
者
や
そ
の
遺
族
ら
は
、
民
法
七
一
七
条
や
製
造
物
資

任
法
、
さ
ら
に
は
民
法
七
○
九
条
に
も
と
づ
い
て
、
占
有
者
・
所
有
者
た
る
使
用
者
で
あ
る
と
か
当
該
施
設
や
機
械
の
製
造
業
者
等
に
損

害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
労
働
災
害
が
、
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
の
「
暇
疵
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
民
法
七
一
七
条
に
よ
っ
て
占
有
者
・

所
有
者
た
る
使
用
者
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
製
造
物
の
「
欠
陥
」
に
よ
る
場
合
に
は
、
製
造
物
資
任
法

に
も
と
づ
き
、
製
造
業
者
等
に
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
民
法
七
○
九
条
を
根
拠
と
し
て
、
製
造
業
者
等
に
損
害
賠
償
を
求

め
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
請
求
の
前
提
と
な
る
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
労
安
衛
法
や
安
衛
則

と
い
っ
た
行
政
上
の
基
準
の
う
ち
、
労
災
防
止
の
た
め
の
「
必
要
な
最
低
限
度
を
示
し
た
こ
と
が
明
ら
か
」
な
基
準
に
違
反
し
て
い
る
場

合
に
は
、
当
然
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
基
準
に
違
反
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
「
瑠
疵
」

「
欠
陥
」
の
不
存
在
が
推
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
使
用
者
や
製
造
業
者
等
の
予
見
可
能
性
や
回
避
可
能
性
が
と
も
に
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
の
不
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
労
安
衛
法
や
安
衛
則
の
個
々
の
条
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
必
要
な
最
低
限
度
を
示
し
た
こ
と
が
明
ら
か
」
な
も
の
で
あ
る
か

否
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
暇
疵
」
「
欠
陥
」
と
安
全
配
慮
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
べ
き
課
題
が

あ
る
が
、
こ
れ
も
、
今
回
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。

五
お
わ
り
に

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号
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一
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（
１
）
従
来
の
労
災
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
三
者
行
為
災
害
の
場
合
を
除
け
ば
、
も
っ
ぱ
ら
使
用
者
の
誕
任
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
と
い
え
、
製
造
物
賢
任

や
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
適
任
に
よ
っ
て
土
地
の
占
有
者
や
所
有
者
、
製
造
者
と
い
う
使
用
者
以
外
の
者
の
責
任
を
争
っ
た
事
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

な
お
、
製
造
者
の
責
任
を
争
っ
た
事
例
と
し
て
は
、
東
京
高
判
昭
五
二
・
一
一
・
二
八
判
時
八
八
二
号
（
被
災
労
働
者
は
工
場
長
兼
専
務
取
締
役
で
あ
り
、

被
告
は
製
造
者
の
み
）
、
浦
和
地
判
昭
五
七
・
二
・
一
二
判
夕
四
七
四
号
（
被
告
は
製
造
者
と
販
売
者
）
、
大
阪
高
判
昭
五
九
・
一
・
二
五
判
時
一
一
一
一
一
一
号

（
原
告
は
被
災
労
働
者
と
使
用
者
、
被
告
は
製
造
者
の
み
）
、
福
岡
地
判
昭
五
九
・
六
・
一
九
労
判
四
四
二
号
、
長
野
地
判
昭
六
一
・
三
・
二
七
労
判
四
七
七
号
、

墓
毘
地
判
昭
六
二
・
一
○
・
二
九
判
時
一
二
九
九
号
（
被
告
は
製
造
者
の
み
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
国
家
賠
償
法
二
条
は
「
公
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
に
瑠
疵
が
あ
っ
た
」
場
合
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
公
の
営
造
物
」
と
民
法
七
一
七
条

の
「
土
地
ノ
エ
作
物
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
の
設
超
・
管
理
の
「
瑠
疵
」
と
、
民
法
七
一
七
条
が
規
定
す
る
設
置
・
保
存
の
「
瑠
疵
」

と
は
同
義
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
（
乾
正
三
『
注
釈
民
法
（
’
九
）
』
昭
四
○
・
四
一
九
頁
等
）
、
『
瑠
疵
」
の
存
在
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
検
討

す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
両
者
を
区
別
し
な
い
で
お
く
。

（
３
）
大
判
大
元
・
’
二
・
六
民
録
一
八
巻
一
○
二
二
頁
。

（
４
）
最
判
昭
三
七
・
四
・
二
六
民
集
一
六
巻
四
号
。

（
５
）
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
・
増
補
版
』
昭
四
九
・
’
九
五
頁
・
同
旨
我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』
昭
一
五
・
一
八
二
頁
、
末
川
『
梅
利

濫
用
の
研
究
』
昭
二
四
・
二
三
六
頁
。

（
６
）
最
判
昭
四
六
・
四
・
二
三
民
集
二
五
巻
三
号
。

（
７
）
同
旨
、
加
藤
・
前
掲
轡
一
九
六
頁
等
。
反
対
、
我
妻
・
前
掲
書
一
八
一
頁
。

（
８
）
山
本
庸
幸
『
注
釈
製
造
物
責
任
法
』
平
七
・
二
三
頁
。
同
旨
、
経
済
企
画
庁
消
蜜
者
行
政
第
一
課
編
『
逐
条
解
説
製
造
物
変
任
法
』
平
七
・
六
○
頁
、
升

田
純
『
詳
論
・
製
造
物
寛
任
法
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
六
一
一
一
号
（
一
九
九
五
・
二
）
三
六
頁
。

（
９
）
「
製
造
物
」
の
具
体
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
注
８
で
引
用
し
た
文
献
等
参
照
。

（
皿
）
山
本
・
前
掲
轡
二
六
頁
。
同
旨
、
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
醤
五
八
頁
。

（
ｕ
）
升
田
・
前
掲
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
六
二
号
（
’
九
九
五
・
二
）
四
七
頁
は
、
民
法
上
の
「
規
定
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
適
用
、
準
用
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、

同
法
八
六
条
三
項
が
動
産
と
見
な
し
て
い
る
無
記
名
債
権
は
、
取
引
上
の
必
要
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
製
造
物
資
任
法
上
の
「
動
産
」
に
は
あ
た
ら
な
い

こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

冠
）
我
妻
栄
『
新
訂
民
》

我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
昭
四
○
年
．
二
一
二
頁
。

工
作
物
・
製
造
物
寅
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）
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四

（
週
）
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
書
六
○
頁
。
同
旨
、
山
本
・
前
掲
轡
二
七
頁
、
升
田
・
前
掲
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
六
二
号
四
七
頁
。
な
お
、
山
本
が
製

造
物
資
任
法
三
条
の
規
定
を
根
拠
に
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
升
田
は
民
法
の
規
定
と
製
造
物
宜
任
法
の
趣
旨
の
違
い
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

、
）
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
書
一
○
四
頁
は
、
製
造
物
責
任
と
瑠
疵
担
保
寛
任
や
憤
務
不
履
行
寅
任
と
の
併
存
を
認
め
て
い
る
。

（
焔
）
い
わ
ゆ
る
客
観
説
で
あ
る
（
加
藤
・
前
掲
書
一
九
六
頁
等
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
賠
法
上
の
議
論
を
敷
術
し
、
『
営
造
物
の
設
置
管
理
者
が
負
う
べ
き
安

全
確
保
・
事
故
回
避
義
務
の
慨
怠
な
い
し
不
尽
を
も
っ
て
瑠
疵
と
す
る
説
」
（
義
務
違
反
説
）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
國
井
和
郎
「
水
害
と
営
造
物
管
理
責
任
」

法
時
四
九
巻
四
号
二
九
七
七
）
一
○
○
頁
等
）
。

（
胆
）
五
十
嵐
滑
『
注
釈
民
法
（
一
九
）
』
昭
四
○
・
三
一
○
頁
。
同
旨
、
中
井
美
雄
「
土
地
工
作
物
寅
任
」
『
現
代
損
害
賠
償
法
識
座
（
六
）
』
昭
四
九
・
一
五

六
頁
。
な
お
、
中
井
は
「
安
全
維
持
の
た
め
の
作
為
義
務
・
防
止
義
務
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
」
を
も
「
瑠
疵
」
と
す
る
傾
向
が
判
例
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
国
賠
法
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
大
阪
空
港
公
害
訴
訟
最
大
判
昭
五
六
・
一
二
・
’
六
民
集
三
五
巻
一
○
号
は
、
「
営
造
物
が
供
用
目
的
に
沿
っ
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
危
害
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
」
に
つ
い
て
も
安
全
性
の
欠
如
し
た
状
態
、
す
な
わ
ち
国
家
賠
償
法
二
条
一
項

の
営
造
物
の
設
置
ま
た
は
管
理
の
瑠
疵
に
あ
た
る
と
し
た
。

（
狙
）
最
判
昭
五
三
・
七
・
四
民
築
三
二
巻
五
号
は
、
道
路
の
防
護
柵
か
ら
の
転
落
事
故
に
つ
き
、
「
本
件
事
故
は
本
件
道
路
及
び
防
護
柵
の
設
置
管
理
者
に
お

い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
営
造
物
に
つ
き
本
来
そ
れ
が
具
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
は
い
え
な
い
。
」
と
し
て
「
瑠
疵
」
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
前
掲
・
大
阪
空
港
公
害
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
一
定
の
限
度
を
超
え
る
営
造
物
の
利
用
に
よ
っ
て
危
害
を
生
ぜ
し
め
る
『
危
険
性
が
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
こ
れ
に
つ
き
特
段
の
措
匝
を
識
ず
る
こ
と
な
く
、
ま
た
適
切
な
制
限
を
加
え
な
い
ま
ま
こ
れ
を
利
用
に
供
し
、
そ
の
結
果
利
用
者
ま
た
は
第
三
者
に
対

し
て
現
実
に
危
害
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
は
、
そ
れ
が
右
設
腿
者
・
管
理
者
の
予
測
し
え
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
規
定

に
よ
る
質
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

（
四
）
最
判
昭
五
○
・
六
・
二
六
民
築
二
九
巻
六
号
は
、
道
路
の
安
全
性
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
時
間
的
に
道
路
を
安
全
な
状
態
に
保
つ
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
、
道
路
管
理
の
瑠
疵
を
認
め
な
か
っ
た
。

な
お
、
予
見
可
能
性
と
い
い
回
避
可
能
性
と
い
い
、
と
も
に
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
考
題
す
べ
き
事
項
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
判
旨
の
文
一
百
や
、

「
因
果
関
係
の
認
定
と
瑠
疵
の
存
在
の
認
定
と
は
原
則
的
に
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
（
中
井
・
前
掲
一
六
三
頁
）
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

本
稿
で
は
「
瑠
疵
」
の
問
題
と
し
て
も
扱
っ
た
。

宛
）
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
書
六
八
頁
以
下
。
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（
翌
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
書
七
二
頁
。

（
型
）
山
本
・
前
掲
書
四
八
頁
。
な
お
、
山
本
は
注
で
、
夏
尿
地
判
昭
五
四
・
一
二
・
二
五
交
通
事
故
民
事
裁
判
例
集
一
一
一
巻
六
号
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
れ
ば
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
一
応
欠
陥
な
い
し
製
造
上
の
過
失
が
な
い
と
み
る
べ
き
」
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

判
旨
が
民
法
七
○
九
条
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
「
欠
陥
」
と
同
法

七
一
七
条
の
「
瑠
疵
」
や
製
造
物
資
任
法
上
の
「
欠
陥
」
と
は
同
義
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
七
○
九
条
は
過
失
責
任
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
過
失
の
存
否

を
め
ぐ
っ
て
の
予
見
可
能
性
の
問
題
が
判
旨
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
妬
）
三
東
工
事
事
件
東
京
地
判
昭
四
五
・
七
・
六
判
時
六
一
四
号
、
三
井
鉱
山
三
川
坑
事
件
福
岡
地
判
昭
五
○
・
三
・
一
判
時
七
七
四
号
、
奥
村
組
墓
屍
下
水

道
事
件
東
京
地
判
昭
四
六
・
九
・
八
判
例
先
例
労
災
職
業
病
一
巻
篇
他
の
判
例
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
唾
我
妻
・
前
掲
書
．
一
七
九
頁
等
。

グー、デー～￣、

２４２３２２ 
－〆－’、ごジ

（
皿
）
経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
轡
一
○
九
頁
は
、
開
発
危
険
の
抗
弁
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
「
入
手
可
能
な
最
高
の
科
学
・
技
術

知
識
の
も
と
で
の
予
見
可
能
性
に
関
す
る
立
証
責
任
は
製
造
業
者
等
に
帰
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
」
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

〆■、￣、￣、ヘー、

３０２９２８２７２６ 
－〆～ず～〆、￣～プ

東
京
高
判
昭
二
九
・
九
・
三
○
下
民
集
五
巻
九
号
。

経
済
企
画
庁
消
費
者
行
政
第
一
課
編
・
前
掲
書
八
八
頁
。

大
阪
高
判
平
六
・
四
・
二
八
労
判
六
五
五
号
。

我
妻
・
前
掲
書
．
一
七
九
言

加
藤
・
前
掲
書
一
九
六
頁
。

五
十
嵐
・
前
掲
書
三
一
二
頁
。

工
作
物
・
製
造
物
責
任
と
労
災
補
償
（
大
場
）

一

五
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